
平成１５年１２月２６日

健康生活部環境局大気課

ディーゼル自動車運行規制条例の施行について

１ 経緯

見出しのことについては、本年１０月に、環境基準の達成をより確実なものとするた

め 「環境の保全と創造に関する条例」が改正されたところです。、

本日、その施行に関する規則等（別添のとおり）を定めました （平成１６年１０月。

１日から規制を開始します ）。

２ 環境の保全と創造に関する条例の一部を改正する条例（本年１０月１０日公布）

自動車NOｘ・PM法の排出基準に適合しない自動車で、車両総重量８トン以上の自動車

（ ） 、 。バスについては定員３０人以上 は 阪神東南部地域内を運行することができません

（１）規制地域

神戸市灘区、東灘区、尼崎市、西宮市（北部を除く 、芦屋市、伊丹市）

ただし、工業専用地域及び臨港地区は除きます。

（２）規制対象自動車

自動車NOｘ・PM法で定める対策地域内の場所を使用の本拠として登録できない、車

両総重量８トン以上の自動車（バスについては定員３０人以上）を対象とします。

（３）使用者への措置命令

規制対象車両の使用者に対し、規制対象車両の適切な運行管理、運転者への指導な

ど運行規制を遵守するよう必要な措置を講じるよう命令することができることとして

います。

（４）荷主等への指導

運送を委託した荷主等に対し、運送事業者が運行規制を遵守するよう適切な措置を

講じるよう勧告することができることとしています。また、勧告に従わない場合は、

その旨を公表することができるものとしています。

（５）罰則

措置命令違反及び違反自動車の運行に対する罰則を設けています。また、併せて、

法人にも罰則を科す両罰規定を設けています。

３ 本日公布した規則等の概要

（１）適用除外車両

条例の規定（条例第６７条の２）では 「特殊な構造を有し、かつ、特種の用途に、

供される自動車で、道路周辺における大気汚染の主要な原因とならないものとして規

則で定めるものを除く 」としています。。

「 」 、「 （ ） 、この 規則で定めるもの としては 特種用途自動車 ８ナンバー車 であって

運行を主目的とせず、主として作業に使用されるもの」として、具体的には、クレー

ン車、コンクリート作業車等 に示すとおりです。別紙１



（２）適用除外ケース

（ ） 、「 、条例の規定 条例第６７条の２ では 災害等の発生により特定自動車を運行し

又は運行させる必要がある場合その他規則で定める場合は、この限りでない 」とし。

ています。

この「その他規則で定める場合」は、次のとおりです。

○車検又はナンバープレートへの封印の取付けを受ける場合

○臨時運行又は回送運送の許可（道路運送車両法）を受けている場合

○幅２．５ｍ、重量４４ｔ、高さ４．１ｍ、長さ１９ｍ又は、最小回転半径１２ｍ

を超える車両であって、道路法による特殊車両の通行許可を受けた経路で運行す

る場合

（３）適用除外路線

条例の規定（条例第６７条の２）では 「特定自動車の運行が特別対策地域の大気、

環境に及ぼす影響その他道路周辺の生活環境の状況及び特別対策地域における交通の

状況を勘案して知事が定める道路を除く 」としています。。

別紙この「知事が定める道路」は、阪神高速５号湾岸線、ハーバーハイウェイ等、

に示すとおりです。２

（４）西宮市南部地域

条例上の規定（条例第６７条の２）では 「西宮市の区域（規則で定める区域に限、

る 」としています。。）

この規則で定める区域は、 （条例の規制地域図）に示すとおりとなります。別紙３

（５）排出基準に適合しない使用過程車の使用可能最終日

条例上の規定（条例附則第２項）では 「初度登録日がこの条例の施行の日前であ、

るものについては、自動車の種別及び初度登録日について規則で定める区分に応じ規

則で定める期間が経過するまでの間は、改正後の条例第６７条の２の規定は適用しな

い 」としています。。

これにより、その車種及び初度登録日（新車として登録された日）に応じて定めら

れる猶予期間を超えると、規制地域内での運行ができなくなります。

この「規則で定める区分に応じ規則で定める期間」は、 に示すとおりです。別紙４

参考

１ 支援制度について

政府系金融機関の特別貸付への利子補給制度、最新規制適合車特別融資制度、最新規

制適合車特別貸与制度及び最新規制適合車等代替促進特別補助制度（２％補助）の各支

援制度（別紙５の概要のとおり）について、年明けから受付を開始することとしていま

す。

２ 啓発について

条例の公布後、インターネットで掲示するなど啓発を進めていますが、規則等の制定

後、ポスター、パンフレット等による啓発や県下各地での説明会を実施することとして

います。



別紙１

適用除外車両

１ 医療防疫車 21 はしご車

２ 採血車 22 ポンプ車

３ 軌道兼用車 23 コンプレッサー車

４ 図書館車 24 農業作業車

５ 郵便車 25 クレーン用台車

６ 移動電話車 26 空港作業車

７ 放送中継車 27 構内作業車

８ 理容・美容車 28 工作車

９ 消毒車 29 工業作業車

10 寝具乾燥車 30 レッカー車

11 入浴車 31 写真撮影車

12 ボイラー車 32 事務室車

13 検査測定車 33 加工車

14 穴掘建柱車 34 食堂車

15 ウインチ車 35 清掃車

16 クレーン車 36 電気作業車

17 くい打車 37 電源車

18 コンクリート作業車 38 照明車

19 コンベア車 39 架線修理車

20 道路作業車 40 高所作業車



別紙２
適用除外路線

道路の種類 路 線 名 区 間

高速自動車国道 中国縦貫自動車道 伊丹市の区域の区間

一般国道 国道176号 伊丹市の区域の区間

兵庫県道 高速大阪池田線 尼崎市及び伊丹市の区域の区間

兵庫県道 高速神戸西宮線 摩耶出入口以西の区間

兵庫県道 高速湾岸線 神戸市東灘区、尼崎市、西宮市及び芦屋

市の区域の区間

兵庫県道 甲子園尼崎線 尼崎市元浜町１丁目、４丁目、５丁目及

び道意町６丁目の区域の区間

兵庫県道 摩耶埠頭線 全線

神戸市道 深江浜町１号線 神戸市東灘区深江大橋以南の区間

神戸市道 灘浜住吉川線 全線

神戸市道 魚崎浜町１号線から３号線まで 全線

神戸市道 御影浜町２号線 神戸市東灘区御影大橋の区間

神戸市道 住吉川浜魚崎線 全線

神戸市道 魚崎浜町６号線から８号線まで 全線

神戸市道 深江浜町２号線 全線

神戸市道 深江浜町４号線 全線

神戸市道 深江浜町６号線から11号線まで 全線

神戸市道 深江浜町13号線から19号線まで 全線

神戸市道 深江浜町21号線及び26号線 全線

尼崎市道 道意線 尼崎市道意町６丁目、道意町７丁目及び

末広大橋の区域の区間

尼崎市道 中島東高洲線 尼崎市中島新橋の区間

神戸市 港湾幹線道路 神戸市灘区及び東灘区の区域の区間

臨港交通施設

神戸市 臨港道路 神戸市東灘区向洋町東２丁目、向洋町中

臨港交通施設 ４丁目、向洋町中８丁目、魚崎南町１丁

目及び青木１丁目の区域の区間

大阪国際空港施設 大阪国際空港施設内道路 伊丹市の区域の区間





別紙４
経過措置

自動車の種別 初度登録日 期 日

１ 普通貨物自動車 平成元年９月30日まで 平成16年９月30日

平成元年10月１日から平成５年９月30日まで 平成17年９月30日

平成５年10月１日から平成８年９月30日まで 平成18年９月30日

平成８年10月１日から平成15年12月31日まで 初度登録日から起算

して10年間の末日に

当たる日

２ 大型バス 昭和61年９月30日まで 平成16年９月30日

昭和61年10月１日から平成２年９月30日まで 平成17年９月30日

平成２年10月１日から平成５年９月30日まで 平成18年９月30日

平成５年10月１日から平成15年12月31日まで 初度登録日から起算

して13年間の末日に

当たる日

３ 特種自動車 昭和63年９月30日まで 平成16年９月30日

（法第61条第１項の

規定により自動車検

査証の有効期間が２

年とされている自動

車にあっては、平成1

7年９月30日）

昭和63年10月１日から平成４年９月30日まで 平成17年９月30日

平成４年10月１日から平成７年９月30日まで 平成18年９月30日

平成７年10月１日から平成15年12月31日まで 初度登録日から起算

して11年間の末日に

当たる日

注）規則で定める区分及び規則で定める期間は、上表の左欄、中欄に示す区分ごとに右欄の期日

以降の車検証の有効期間満了日までとする。

（２年車検自動車にあっても、法の使用可能最終日よりそれぞれ１年間適用を猶予する ）。




